
消費生活
相談

■クーリング・オフの方法や困ったな、おかしいなと思った時はお早めにご相談ください。
 消費⽣活相談窓⼝（内之浦総合⽀所産業創出課内）☎ 0994（67）2116
 消費者ホットライン☎ 188 （⼟・⽇・祝⽇は県・⼜は国の相談センターにつながります）

★若者のトラブルが増えています。2022 年 4月から 18 歳で成人です

新生活が狙われる？ 引越し直後の訪問販売トラブル！ 

「引越し直後に訪問してきた業者から、管理会社と関連があるかのような説明を受けて契約した
がウソだった」などといった引越し直後の消費者を狙った訪問販売トラブルが増えています。
 引越し直後は荷解きや各種⼿続きなどで忙しく、また、新しい⽣活に不慣れなため、いつもよ
り冷静な判断ができなくなりがちです。
 就職や進学で親元を離れて新⽣活を送る若者は特に気をつけましょう。

■事例■
　引越し当日に業者が換気扇フィルターの勧誘に訪れた。管理会社と関連があるような話で「居住者はみんな契
約している」と説明したので仕方なく契約したが、後日管理会社に確認したらウソだった。
　新築マンションに引越した際「管理会社から紹介された」と言って業者が訪問してきたので信用して水回りの
防カビ工事の契約をした。後日管理会社に確
認したら、紹介などしていないと言われた。

・その場ですぐに契約せず、管理会社に確認しましょう。
・訪問販売で契約した場合、クーリング・オフができます。

～管理会社と関連があるかのように思わせる手口にご注意ください～
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